
　４．　閲覧申請書による使用目的が個人のプライバシー等にかかわると判断できる時は、 委任状の提出
      を求めたり、閲覧等を拒否する場合があります。

　５．　但し、土地家屋調査士・弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士または
      行政書士が職務上、並びに国又は地方公共団体が公的な目的で資格を証する提示を受けた者は
      この限りではない。

　注　意　事　項

　１．　証明書の申請は、本人申請が原則ですので、証明願書に全てご記入の上、申請してください。
　　　  本人以外の方が申請される場合は、委任状を添えて申請してください。

　２．　住居新築届及び変更等の届がされていない方については、証明書の交付及び閲覧等はできま
      せん。

　３．　閲覧等の場合、知りたい人の実施前の住所がわかっている場合には、実施後の住所をお教えする
      ことができますが、実施後の住所がわかっていて実施前の住所がわからない場合は、本市において
      も旧住所と従来財産番号である地番との関係が明確ではないので、お教えすることができません。

住　 所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        TEL

資格名　　　　　　　　　　　　　　　　　          登録番号

氏   名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(署名又は記名押印）

申 請 者 の 資 格
及 び 事 務 所 名

及 び 住 所 ・ 氏 名

氏名・名称：

実施前の住所： 橋本市　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　番地

実施後の住所： 橋本市　　　　　　　　　　　   　 　 丁目　　　　　番　　　　　号

使　用　目　的
（　詳　し　く　記　入
し て く だ さ い ）

住　居　表　示　［　証　明　交　付　・　閲　覧　］　申　請　書

  申請年月日

　    　 　　　　年　　　　月　　  　日

  市　受付年月日

　    　　　 　　　年　　　　月　　　　日

 受付者　名

必　要　な　人　の
氏　名　・　名　称

及　び　住　所


